


 

さいたま市規則第３８号 

   さいたま市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険税条例施行規則（平成１４年さいたま市規則第５４号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

 （東日本大震災に係る国民健康保険税の減免の特

例） 

 （東日本大震災に係る国民健康保険税の減免の特

例） 

４ 市長は、条例第２４条第１項第１号の規定によ

り東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号

）第２条第１項に規定する東日本大震災が生じた

日に特定被災区域（同条第３項に規定する特定被

災区域をいう。）に住所を有していた納税義務者

（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第

１５６号）第１５条第３項の規定による避難のた

めの立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理

大臣の指示の対象となった区域若しくは同法第２

０条第２項の規定により原子力災害対策本部長が

市町村長若しくは都道府県知事に対して行った住

民の避難に関する指示の対象となった区域である

ため避難を行った世帯又は特定避難勧奨地点（原

子力災害対策特別措置法第１７条第１２項の規定

により設置された原子力災害現地対策本部長が、

事故発生後１年間の積算線量が２０ミリシーベル

トを超えると推定されるとして特定した地点をい

う。以下同じ。）に居住しているため避難を行っ

た世帯に属する納税義務者に限る。）に係る国民

健康保険税を減免するときは、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、同表中欄に掲げる国民健康保険

税について、同表右欄に定める割合によるものと

する。この場合において、計算した額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り上げた額を

減額する額とする。 

４ 市長は、条例第２４条第１項第１号の規定によ

り東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号

）第２条第１項に規定する東日本大震災が生じた

日に特定被災区域（同条第３項に規定する特定被

災区域をいう。）に住所を有していた納税義務者

（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第

１５６号）第１５条第３項の規定による避難のた

めの立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理

大臣の指示の対象となった区域若しくは同法第２

０条第２項の規定により原子力災害対策本部長が

市町村長若しくは都道府県知事に対して行った住

民の避難に関する指示の対象となった区域である

ため避難を行った世帯又は特定避難勧奨地点（原

子力災害対策特別措置法第１７条第１２項の規定

により設置された原子力災害現地対策本部長が、

事故発生後１年間の積算線量が２０ミリシーベル

トを超えると推定されるとして特定した地点をい

う。以下同じ。）に居住しているため避難を行っ

た世帯に属する納税義務者に限る。）に係る国民

健康保険税を減免するときは、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、同表中欄に掲げる国民健康保険

税について、同表右欄に定める割合によるものと

する。この場合において、計算した額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り上げた額を

減額する額とする。 



 

納税義務者の区分 
減免の対象

となる国民

健康保険税 

減免の割

合 

１ 次項に掲げる者

以外の者 
 

 ［略］  ［略］ 

２ 平成２９年４月

１日に指定を解除

された居住制限区

域及び避難指示解

除準備区域に居住

しているため避難

を行った世帯、平

成３１年４月１０

日及び令和２年３

月に指定を解除さ 
 れた居住制限区域、

 避難指示解除準備

区域及び帰還困難

区域に居住してい

るため避難を行っ

た世帯、令和４年

度及び令和５年度

に指定を解除され

た特定復興再生拠

点区域に居住して

いるため避難を行

った世帯並びに令

和６年度に指定を

解除された帰還困

難区域に居住して

いるため避難を行

った世帯に属する

者であって、当該

世帯に属する国民

健康保険の被保険

者に係る前年の国

民健康保険法施行

令（昭和３３年政

令第３６２号）第

２９条の３第２項

に規定する基準所

得額を合算した額

（以下「前年基準

所得合算額」とい

う。）が６００万

円以下のもの 

  

   
   
   
   
   

納税義務者の区分 
減免の対象

となる国民

健康保険税 

減免の割

合 

１ 次項及び第３項

に掲げる者以外の

者 

 ［略］  ［略］ 

２ 平成２８年度及

び平成２９年４月

１日に指定を解除

された居住制限区

域及び避難指示解

除準備区域に居住

しているため避難

を行った世帯、平

成３１年４月１０

日及び令和２年３

月に指定を解除さ 
 れた居住制限区域、

 避難指示解除準備

区域及び帰還困難

区域に居住してい

るため避難を行っ

た世帯並びに令和

４年度及び令和５

年度に指定を解除

された特定復興再

生拠点区域に居住

しているため避難

を行った世帯に属

する者であって、

当該世帯に属する

国民健康保険の被

保険者に係る前年

の国民健康保険法

施行令（昭和３３

年政令第３６２号

）第２９条の３第

２項に規定する基

準所得額を合算し

た額（以下「前年

基準所得合算額」

という。）が６０

０万円以下のもの 
 
 

  

   
   
３ 令和７年３月３

１日に指定を解除

された帰還困難区

域に居住している

ため避難を行った

令和８年３

月３１日ま

でに納期限

が到来する 
もののうち、

所得割額

及び均等

割額の合

計額の１

００分の



 

   
   

   
   
   
   
   
   

 

世帯に属する者で

あって、当該世帯

に属する国民健康

保険の被保険者に

係る前年基準所得

合算額が６００万

円を超えるもの 

令和７年４

月分から９

月分までに

相当する月

割算定額 

１００ 

   
 

５ ［略］ ５ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


